
I

(別紙7）
(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■嶬酔■,
最高裁判所 御中

’住 所

氏’ 名

電話番号

１

１

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます｡

■ ■
1 （ふ り が な）

氏 名

年2生 年 月 日 月 日

I

”;フパ瀬蛸|門"j季液鋒綴z墨3離職時の官職
ロ 、

平成 年 月 日

（団離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

1 職務内容所属・官職 在職期間所属・官職 在職期間 職務内容

5

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成
J

至平成

自平成
J

至平成

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

職6離 令和 ユ年 ／月 参3日日

7再 就 職 日 令和ユ年 け月 ノム日 ，

再就職先の名称: a"glﾁ微援侈ｼ?-ﾙ伽ﾄM癖
8再就職先の名称及び連絡先

再就職

P

』

h I

蝿 1 1 K崎鐇
k 餓』 k

姥唯轟
〃淫

、 ． －



’無謙,I群粥補助

繩蜘澗直

9再就職先の業務内容

J 1

10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 二有 田無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

三有 日無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容」

0

灘 鶴蕊認蕊蝿溺掘,‘麓蕊織蜑溌
,唾 &酌 、薮】も

弛 鯵5 野

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

、



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中
「

』

住 所

氏 名

電話番号

宮島将弘
I

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

みやじままさひろ

宮島将弘

2生 年
日

月
作Ⅱ同■

3離，職時の官職 山形家庭裁判所首席家庭裁判所調査官

平成 年 月 日

（国離職前の求職開始日がなかった場合)／
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 , 在職期間
I

職務内容

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日

員

自平成

至平成

年
年
月
月

■

■■

日

自平成

至平成

自平成

至平成

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

平成31年3月31日〆6離 職 日
ロ グ

令和2年3月16日／
竺上二三-. 1 -- 1 - 琴 』1 .-….L､,〒一二.､藍一一一一一.読冒一戸＝守 一, _-,---

再就職先の名称：山形家庭裁判所鶴岡支部′

7再 就 職 日

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先



l

裁判所法第61条の2第2項に定める調査事務等9再就職先の業務内容

10再就職先における地位 家庭裁判所調査官

無11求 職 の 承 認 の 有 口有 園無 少

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 田無 〆

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

グ

II上記援助がなかった場合）

’
１
１

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

I 鏡 甥’

■
(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容に｣ついて
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I

I



、

＝

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

l l糯巳■‘
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

』

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2，4第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ‐

1 （ふ り が な）

氏 名

2生 年
日 ｜年■月■日

月

珠争次序署 腹3雛職時の官職 弓
ｒ
Ｌ

＆
要
り
で

平成 年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

凸

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

自平成

至平成

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

6離 職 平成3／ 年 j月 ､j/日日

平励⑧堅年 3 月 ／ら日7再 就 職 日

』

再就職先の名称： 販神侭託センジー
8再就職先の名称及び連絡先

搭与耳就N散

し



9再就職先の業務内容 託恨端
／、
Eへ

| ’10再就職先における地位 人担当議し鼠託

図無無 口有11求 職 の 承 認 の 有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

回無口有

1

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

酢記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

轤溌 一 《； 潔職》 詞、細弾 胤虫

〆炉

， 【

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は）離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

9



①(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就 出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

件■巷
最高裁判所 御中

住 所｜
氏 名秋田正之

電話番号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

山

1

1 ， （ふ り が な）

氏 名

まさゆき）
正之

(あきた

秋田

昭和35年 3月 9日2生 年 月 日

神戸家庭裁判所事務局長3離職時の官職

令和 元年 11月 14日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

自令和元年11月14日

至令和2年3月31日

神戸家庭裁判所

事務局長 事務局統括事務

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至．平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

令和 2年 3月 31日6離 職 日

令和 2年 9月7再 就 職 日 1日

再就職先の名称：大阪簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

口再就職先の連絡先；



簡易裁判所裁判事務9再就職先の業務内容

簡易裁判所判事10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 夙無

り

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

椰記援助がなかった場合）

一 ‐－－|－~‐~愚の丙蓉~一一
（ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

13

P

‐ ’ 醗 身'~豊灘騨欝鱈巌磯織 矧 ‘涜 盤 盤

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

、

『

、

｢



イ

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■年■■。
最高裁判所 御中

所
名
号‐番話

住
氏
電 ’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

|牢■月 口
年
日2生 月

日＝日＝

穆癖錘挺裁判丙調哉3離職時の官職

/gfp2年 3 月 r日 、
（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

I

5離職前の鋪銚自此離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
I｣ ■

在職期間 職務内容所属・官職
I ，

自琴戒3，年￥月ノ 日

至烏余Z'年3月3/日
調菰ｷ微

喝 0

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

年
年

自
至

月
月

日
日

会糸2年 3月 ざ／ 日6離 職 日

餐伽2年 チ月 ／ 日7再 就 職 日

再就職先の名称： 育燕ﾙｵｷ禿'腕和談許
8再就職先の名称及び連絡先

|再就職先の連絡先: ’再就職先の連絡先

F

h

〕

ｲ



』

I 一鐵俳鵜命I沈怜魏蛎園繊ﾌー9再就職先の業務内容
I

｜
10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 蝦無 口有

12 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

蝿口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

|3援助がなかった場合）
｜
’

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

3崖

蕊鼠認灘“ 篭
勘

＆りふ

蓉葱 鋸
謬融聾鐸 雄,唾霜
h愛

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■隼■月■,
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号 ロ
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 、

1 （ふ り が な） ’

氏 名

年 月2生
日 ｜年岳■■日

菅辱I左”《¥1喉熊噌
1

3離職時の官職

月年

（

日

4離職前の求職開始日
蛾職前の求職開始日がなかった場合）

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

「－－所属.官職 一…可 豆 在職期間一層~~I 職務内容職務内容在職期間所属・官職

蕊 調巻ﾆｷ燕調巻ﾆｷ燕30年￥月／ 日

2年3月3／日

F7

自
至

詞

▲

【母
hr夢良言露間

年
年
月
月

自
至

日
日

年
年
月
月

自
至

日
日

年
年
月
月

白
ロ
奉
圭

日
日

Qか2年 ろ 月 3／ 日

ら余2年 8' 月 ／ 日

再就職先の名称:減柵榊'舷緤蜥

6離 職 日

就 職7再 日

8再就職先の名称及び連絡先
4崖

衿与■君一臣一r

可

q q：『



’
『

9再就職先の業務内容 ’堤登總私司

|－10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

唯口有、

､無口有

の2第2項第3号に規定13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

巴記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

l
l
l

鎚両

盗龍識

I 壁1 ,湿

f潔鰯蕊1鰯轆蕊_‘ § 灘騨轆舟織
I’

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

『ー了~‐ ’

＝牢酢■，
最高《裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

I

ロ
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ／

■
1 (ふ り が な）

氏 名

年
日

月2生 ■

■

一

■

■

一

一一 や 一一

；砺募庭諏lih調査官3離職時の‘ 官職

平成 年 月 日

職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

鯛

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

自平成

至平成

年
年
月
月

／
日
日

1

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日h

－

自平成年

至一平成年

月
月

日
日

室
1

日
'
年3 月 s/p職6離

1

瀞
、

ユ年ぷ 月 ／6 日7再 就 職 日

再就職先の名称: ﾗ綱島輔高 3["t尉庭相識E》 一
8再就職先の名称及び連絡先

写就胤哉先の匪塞悪

「



9再就職先の業務内容 －13奇保護 二鋤
､

亀訂与頂徹勵狩員

r

10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

切蕪口有

-、

口有 阿撫

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

巳記援助が種かつた場合）
｜

’’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

一一一一＝一

(記載上の注意）
1口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

己

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■年酢■日
最高裁判所 御中

｜
住 所

氏 名可

電話番号l
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
のとおり届け出ます。 ‐

06条の24第2項の規定により，次

’
(いけだとしひこ）

○

池田俊彦

1 （ふ り が な）

氏 名

1
昭和36年1月1日2生 年 月 日

可

由

裁判所事務官（事務局次長）3離職時の官職

令和2年6月24日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

I

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

|■■病趣_］~ 在職期間 職務’職務内在職期間所属・官職 容

屯
一日
日
４
０

２
３
月
月
６
８
年
年
２
２
和
和
令
令

自
至

名古屋高等裁判所
事務局次長

事務局事務の掌理の補助t

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

P

令和2年8月30日6離 職 日

令和2年9月1日7再 就 職 日

I

再就職先の名称： 名古屋簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先
｜再就職先の連絡先：

〃 『

I

』
I

‘ ‘ L



裁判事務等9再就職先の業務内容

簡裁判事10再就職先における地位

の

辻

無 口有承 認 の 有 墓無11求 職

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106
条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の援助
の有無

口有 屋無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

I

■上記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

沢型.， 職痴 嘱

､

錘

~

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

デ
Ｊ



＆

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■咽伸
最高裁判所 御中

P
住 所

氏 名

電話番号

茂1池之上

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 (ふ り が な）

氏 名

しげき

茂樹

いけのうえ

池之上

2生 年
日

月

l-l年ﾛ月■日
次席家庭裁判所調査官3離職時の官職

1

4離職前の求職開始日

年 月 日

(画離職前の求職開始日がなかった場合）

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

6離 職 令和2年3月31日日

7再 就 職 日 令和2年7月1日



U

’
1

1

再就職先の名称：福岡労働局福岡助成金センター

ロ

8再就職先の名称及び連絡先
4

9再就職先の業務内容 助成金申請の受付、相談

10再就職先における地位 期間業務職員
J 1

団無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有
r I

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

囮無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

I ｜
b

I

上記援助がなかった場合）四

I

’
(ふ り がな）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

灘灘議謹篝鑿灘"蕊繍奄蕊
勘 蕊蕊

麓溺
職零

(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

再就職先の連絡先:’



●(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■隼■周居
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

■
1 (ふ り が な）

氏 名

戸 國国2生 年 月 日 日日

畏嫡串迄鐡茅|所>に嘉職制河關査官3離職時の官職

年 月 日

（囮離職前の求職開始日がなかった場合)〆
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

「 ‐"~壼息.曹忍~‐ な蝉昔日閑 : I - ロ難垂内在職期間 職務内所属・官職 容

自
至

年
年
月
月

日
日

年
年

自
至

月
月

画
■
一
百
■
一

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

合紅 Z年3 月う｜ 日〆6離 職 日

会や3年 1月 ｜ 日 '／7再 一 就 職 日

福岡家恵裁謂I再就職先の名称：

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

IF I

雪一

1.

〃



'ｳ年薯』牛調査’9再就職先の業務内容
’

調査官’ ’10再就職先における地位

可有 画無11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

M蕪口有

、

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

？Ⅲ謝 鋸

姫

謹鑿謹鰺蕊騎湾 縦篭 鷺 灘灘
…，轆 認 癖

J 堀
1繩 鰍j宮

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

』



●(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■■年■月■,
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号 I ｢~
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

I

■■1 （ふ り が な）

氏 名

2生 年
日

月
1〃“1年 俣月 ／‘日

刻手次序J塔-認侈3離職時の官職

ﾉ獄"元年〃月全日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

U

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

却爽ﾂ,I 自/神記年〃月ナ日
至〃糸シ年〃月か日

煽り補券．影
友パ ﾜﾈ碩形一

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年

月
月
月
月

日
日
日
日

〃かン年

〃非,1年

再就職先の名称

6離 職

一
一
椚

日
日
獅
弧
一
埼
一

ヤ
ノ
／
一
陶

月
一
月
一
彬
万
ル

〃夕画■一

7再 就 職 日

8再就職先の名称及び連絡先

■再就職先の連絡先： ，

【



穴

’9再就職先の業務内容

I

彌嚇謝訓群到斗10再就職先における地位

Ei無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

雌口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の

油認援……倉，
’

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

1

』： 悪い 、ZU

、壷懸 蝕 ＃癖 信越 …鐘瞬

｜ 鍼 認融繊 堵 、趨 憩、 漣職 ！ ､餌

、母 産＃

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

』

I



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■隼■月■”
最高裁判所 御中

所
名
号番話

住
氏
電

ﾛ■I
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

革■月」 ｡日年2生 月 日

■■

。 、

序書記哲’牌うえ『3離職時の官職

年 月 日

(画蹴職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

自
口
云
圭

年月

年月

日
日

自
至
年月

年月

日
日

「

自
至
年月

年月

日
日

自
至
年月

年月

日
日

赫'え年7月 j/日6離 職 日

冷愚z年/込月 ／7日7再 就 職 日

再就職先の名称:芥髪伽峡6ざ擁ﾗ"饒澪37
再就職先の名称及び連絡先再

■■再就職先の連絡先



■ 召

●U

’-jf濱張享搾9再就職先の業務内容

直工ﾈ蝦-ff
▲
亨
り10再就職先における地位

E無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

圃無口有

0

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

口
『

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

＄璽越@ J“ 昭
I

上雪

，'惣騨錨弱 ， 騨賎
階認 識§諜 騨騨 敬

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

へ



｡

●…〃
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

I

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

I

I ■
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

|’
1 （ふ り が な）

氏 名 愚澗 嶺澤； 笛

Ⅱ 図■
年
日2生 月

｢年I

参埼茨/妙ﾈジ"ﾁ畢瀧z夜乙3離職時の官職

年 月 日

〆

職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

(噸

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

凸
口
奉
エ

年
年
月
月

日
日

自

至

年
年
月
月

ｐ
Ｈ
ｐ
Ｈ

一一. 一‐ －一

自
至

年
年
月
月

日
日

白
口
奉
エ

年
年
月
月

日
日

ｆ

シタ券。年 ＄月 ゴ／日6離 職 日

／日 ／シ⑤＞ウ年 ／〃月7再 就 職 日

穴畔庭菊斗‘{詩拝祢f報‘再就職先の名称

8再就職先の名称及び連絡先
’

’再就職先の連絡先



舞調/梯尭凌9再就職先の業務内容

〃j二一10再就職先における地位
f

叩無〆口有11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

畷〈口有

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記鍋がなかった場合）

MR衰忌烹~「 “…。
（ふ

援助者

13

’
4

鰕 遜密

蕊識勘､、錦蕊” 蛾魯 靴 麗怒

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

/



？

●(別紙様式第10） ’

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

（

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号 口
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り,次のとおり届け出ます｡

■
1 （ふ り が な）

氏 名

謝鐵

年
日

2生 月

蝿や3¥･年 仏月平日

漁敷海産藏姉ｹ尋蒲局甚3離職時の官職

ヘや元年 I I 月 B日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容/郷怨職期間 ／ぅ所属・官職

自一年鉾月中日
至今熱皇年う月ヲ ｜日環東城鮒崎榊擁 斗渦‘職通電金艇
自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

冷飛些年 3月 31 日6離 職 日

/Mh 聖年 9月 1 日7再 就 職 日

東称悶易燕学'河再就職先の名称

8再就職先の名称及び連絡先

■再就職先の連絡先

■■



4

款竿(￥流9再就職先の業務内容
’

L

簡易綴¥‘'斯学I等10再就職先における地位

画無11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有

圃無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

○

昼記援助がなかった場合）

’’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

爵擢唖 識』 迭 膨

詔鯵…訟瑚猫いざ‘騨蝉 1澱 鱒i曹識 エ遡遡ド
漣渉；

灘 聯瑚溌聯x綱 W野 …輔電

？ ＊ 恐］ 黙

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

〆



0 W

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

い■脚〃｜
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号 「

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

1 （ふ り が な）

氏 名 I 。

日

画■一

2生 年
日

月

舟號局摂
Q ﾛ

3離職時 の 官職

平成 年 月 日

(螂職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

6離 平成3 ／年 3月 3／ 日、職 日
一

(最籍》7再 就 職 日 聖年 早 月 ／ 日一

再就職先の名称： 丈肌泳唾翁ぐ弾'”
、

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

、



｜

瀬4蒔弄鋪9再就職先の業務内容 1

網4蒔奪員10再就職先における地位

瞼11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

由無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

昼記援助がなかった場合）

口 ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

…制勘 荘】 “4

騨 蕊斑蕊灘蕊蕊蕊欝蝋劇鰯篝
『･判

､。 ，′ 認錨腎強

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



】 1

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■隼酢■.
最高裁判所 御中

住所｜
氏， 名大貫 充

電話番号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 ， （ふ り が な）

氏 名

おおぬきみつる

大貫 充

|年'二■月■同2生， 年 月 日

3離職時の宮職 首席家庭裁判所調査官

平成 ・令和 年 月 日

（回離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

ト

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
ロ

所属・官職 在職期間 職務内容

自令和

至令和

年
年
月
月

日

■
■■

自令和

至令和

年
年
月
月

日
日

ﾉ

自令和

至令和

年
年
月
月

日
日

I

自令和

至令和

自令和

至令和

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

6離 職 令和2年3月 31日
■

■

一

7再 就 職 日 令和2年 10月 1日
・ ﾛ

再就職先の名称：千葉家庭裁判所
8再就職先の名称及び連絡先

職圭
再就職

可 『

P 可 』



I。

｜

’9再就職先の業務内容 国家公務

｛

10再就職先における地位 家庭裁判所調査官

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

田無口有
8

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

昼記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

1

援助の内容

F 趨号砿 も麹輔靭

篭1患懲鐸
－9

凝両!ふ

.

蝿

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

８
Ｆ
、



４
抄

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職し

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

｜■響■。
最高裁判所 御中

所
名
号番話

住
氏
電

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

岫
旧
ｌ
Ⅱ
山
川
叩
Ⅲ
叩
、
■
’
１
１
４
１
４
１
‐
１
４
１
１
１
１
１
１

1 （ふ り が な）

氏 名
l●

|－ 國圓 ’月 日日2生 年 月 日

脅膨痩紳1万｢調査盛3離職時の官職

令和 年 月 日

（螂職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容所属・官職 在職期間

自
至
一

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

I

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

日6離 職 令和Z年 、タ 月 、タノ日

就 職 日7再 令和Z年／〃月ゞ8 日

再就職先の名称： X津塚庭感 駒1ヌ
8再就職先の名称及び連絡先

l
「

I

再就職先の連絡先

I

h 蝉も
④

L

可
V，

可

『



G

』､

■
Ｂ
■

裁渉|尋稀

塚鹿鱒'|fji鯛査壱

9再就職先の業務内容

10再就職先における地位

団無11求 職 の 承 認 の 有 無
_当----.- ‐

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有

圃無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

丑記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

泌恥鐘鍵甥蝋 踊

蕊 ，､灘熱圏溌鮭溌磁狸邸 識錦鯉塾
龍謹選 鴬課 靭醗

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

、



●●(別紙様式第4）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■年■月酢
最高裁判所 御中

住 所

氏 ’ 名氏 ’ 名岡下直樹

電話番号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

i1 （ふ り が な）

氏 名

(おかしたなおき）

岡 下 直 樹

年
日2生 月

昭和35年4月12日

裁判所書記官（最高裁判所大法廷首席書記官）3離職時の官職

令和2年6月23日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自
至
､令和2年6月23日

令和2年8月30日、
裁判所書記官事務
管理監督事務

最 高 裁 判 所
大法廷首席書記官

自
至

年
年
月
月

日
日

】

自
至

年
年
月
月

ロ
里
古
里

自
至

年
年
月
月

日
日

令和2年8月30日6離 職 日

令和2年9月 1日7再 就 職 日

"

再就職先の名称:東京簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

｜
ト
P

再就職先の連絡先：



‐＝‘‘OII■■|■I■ﾛ■･･－－ ‘ ． ‘ ‘ ．

I

裁判事務
F 1

簡易裁判所判事
1

' 二‐ -－

認 の 有 無 口有 ■無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

￥

、

援助の内容

’
(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。 ‘



『

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中
1

住 所

氏 名

電話番号
「
Ｉ’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ‘

ｎ

・

川

‐

’

’

’

’

一

1 （ふ り が な）

氏 名

ﾄー2生 年
日

月
日

長崎家鱈辮|計首序書記官／3離職時の官職

平成 年 月 日

旅

（画離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

｛

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

「ー ー7－~－ ‐｢~ー－－‐ 一~…所属・官職 在職期間 職務内容所属・官職 在職期間 職務内容
H 1

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至令和

自平成

至令和

年
年
年
年
月
月
月
月

日
ﾛ■

■
一

日
ﾛ■

■
一

／／

〆〆

平成蟄年 ﾖｰ月－3I56離 職 日

平成蝿壷Z年 10月 1泊／7再 就 職 日

再就職先の名称：福同地も瀞j所／
8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

L

J 』
』

『 型馳剣睡踊薄濁
１

L識埼轆騨
L
L



民亭認停9再就職先の業務内容
、

昆事調停秀昌10再就職先における地位

田無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

阿無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

／

酔記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

劇 嚥 職

鰯 騨

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。

2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



●●(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■峠■月■，
最高裁判所 御中

住‘ 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

－
ｌ

ｉ

１

Ｉ

‐

ｉ

‐

ゞ

－

一

・

名

一

月

職

ｊな

｜
官

寺
、
《力

の

年
日
一
時

り

職

ふ

一
族
一
識

ｉ

氏

・
１

I．

蝿向弘年 、2月 4－個

ｲﾘ季赫犠Z寝
p,Z年 ／月 7日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

令永

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
『一-一 一一-一一一一－－－－｢-- ｣ __…二~一一r - "一…~~－

職務内容在職期間

自/緋移久年／月ク日一
至/倉頒2皇年，月y･日一
自 年 月 日

至 年 月 日

所属・官職

締踊獅捌榊|辮繊 鮒1

三 二

自 年月 日 I

‘ ｜至 年月 日

｜ 自 年月 日「

I

6離 職 日

7再 就 職 日

日
日

〃
《
／
／

夕
｜
月
一
月

３
’
７
ノ

年
斗
年

ユ
ー
Ｚ

帥
一
榊
一
》

8再就職先の名称及び連絡先

’ 再就職先1

一



1

’
’締り茅務9再就職先の業務内容

餓易締1噸李10再就職先におけ‘る地位

同無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

匠撫口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

酔記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

I

援助者の氏名又は名称
援助の内容

『

P

54 蕊

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



●
(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■年■月■日
最高裁判所 御中 ノ

住 ‘所

氏 名

電話番号

加藤重樹

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，次
のとおり届け出ます。

､

1 （ふ り が な）

氏 名

しげき

重 樹
う
藤
と込

Ⅱ
脚

力
力

I2生 年 月 日

札幌家庭裁判所次席家庭裁判所調査官3離職時の官職

年 月 日

(園離職前の求職開始日がなかった場合「
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

|’ 職務内容在職期間所属･官職

年
年

自
至

月
月

一
口
■
一
一
■
■
一

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

盲

里

日

1

－
自
至

年
年

月
月
一

日
日
一

令和2年3月31日〆職6離
面
■
一

令和2年8月1日〆7再 就 職 日

再就職先の名称：東京都教育庁

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

、

1



、

’

9再就職先の業務内容 地方公務
1

会計年度任用職員10再就職先における地位

認11求 職 の 承 の 有 無 口有 田無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106
条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の援助
の有無

口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

卜
I

記援助がなかった場合）

口’
(ふ り ‘ が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

心 一●秘。

鰯 ：； 餓慰

乳
。
ｐ

醜
祁

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■年酢■＆
最高裁判所 御中

洲住
Y

氏 名加藤博之

電話番号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

1 （ふ り が な）

氏 名

(かとうひろゆき）

加藤博之

2生 年
日

月
昭和 35年 12月 18日

3離職時の官職 札幌地方裁判所事務局長
1 ． ，

令和 元年 11月 13日 ・

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自令和元年11月13日

至令和2年8月30日
札幌地方裁判所事務局長 司法行政事務

自
至

年
年
月
月

日

■

ﾛ■

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

I

｝
１
１

6離 職 令和2年 8月 30日日

L令和2年 9月 1日7再 就 職 日

再就職先の名称：札幌簡易裁判所
8再就職先の名称及び連絡先

「再就職先の連絡先：



9再就職先の業務内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 、 田無

f J

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

0

｜に記援助がなかった場合）
１
１
１
１

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

遜 噺 聡騨 9"， 鰹 ，4溌加
一 睡

必を

渉,認 承野､謡！

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載する､こと。

{

リ



●●（別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

岳■月■･
最高裁判所 御中

住 所

氏 名 上村 修

電話霄号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

おさむ

修

かみむら

上村

四四2生 年 月 日 日

書記官（横浜家裁少年首席書記官）3離職時の官職

年 月 日

（■離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年

月
月

日
日
－－－－ー

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

6離 職 平成31年 3月 31日日

令和 2年 5月 25日7再 就 職 日
’

再就職先の名称：千葉県松戸県税事務所

8再就職先の名称及び連絡先

■再就職先の連絡先

ﾉ



可

､ 1

県税に関する業務

臨時的任用職員＝就職先に

11求 職 の の承 認 有 無 口有 ■無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

I ”王 零？

轡 ￥垂

(記載上の注意】
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

1



●●
10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(別紙様式第10）

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■名君同
最高裁判所 御中

住 所

， 氏 名木村史郎 ：

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

ノ

しろう

史郎

1 （ふ り が な）

氏 名

、 きむら

木村 I

年
日

2生 月
昭和 36年3 月 15 日

少年首席書記官3離職時の官職

令和元年、 11 月 ､19 日 、

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

1

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容．

所属・官職 在職期間 職務内容在職期間 職務内容所属・官職

5

横浜家庭裁判所

少年首席書記官

自令和元年11月19日

至令和2年8月30日．
首席書記官業務

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

令和2年8 月 30 日6離 職 日
1

職7再 就 日 令和2年 9 月 1 日

再就職先の名称：東京簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

■再就職先の連絡先



6

9再就職先の業務内容 裁判業務

簡易裁判所判事10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

田無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

雨
旧
■
記援助がなかった場合）

I ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

可

一一ー

乙座

(記載上の注意）
1《 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。 ‘

2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



I

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

年■月■。
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

‐

1 （ふ り が な）

氏 名

__E
年
日

月2生

弱蜀77f"(紘器教権）3離職時の官職ノ

年’ 、ｼ 月 ノ／日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

麓
ユ

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

’ 職務内容“奪職期間所属・官職

自
至蕊

些年､タ月〃日

1-年J月j/日 鼻綱侭企勘､鐸,鮪予薙錦烏･ ﾗ"湯殿流
自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

■

1■

日

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

儀． 之年 ，， 月 J/ 日職 16‘離 日

蟻、 之年 〆月 ／日 '7再 就 職 日

再就職先の名称：卿1野臭ノケ
8再就職先の名称及び連絡先

■■再就職先の連絡先：



、

’ 舟庭飼題｡和議9再就職先の業務内容
ぴ

10再就職先における地位

1

1券菱祇趨
11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

団無口有

螺口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（■上記援助がなかった場合）

’
(ふ り が 』な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

灘

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載ずること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
咄

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

0

最高裁判所 御中

’
．
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

香

住 ‘所

氏 名

電話番号

村直4 1

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

､

こうむらなおき
香村直樹

2生 年
日

月

②･平36年4月30日

事務局次長一3離職時の官職

令和 2年 6 月 15 日 、

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜ 所属官職 ｜ 在職期間 I 職務内：在職期間 職務内容所属・官職

Ｌ

日
日

５
０

１
３
月
月
６
８
年
年
２
２
和
和
令
令

自
至高松高等裁判所事務局次長 事務局事務

日
日
矛
矛
令
令

自
至

年
年
月
月

日
日

自令和

至令和

年
年
月
月

日
日

』

自令和

至令和

自令和

至令和

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

ﾛ

6離 職 令和 2年8 月 30 日
I

日

I

7再 就 職 日 令和 2年9 月 1 日 ．

再就職先の名称：高松簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

’再就職先の連絡先

1 1
、

酔愚
●



｜
I

9再就職先の業務内容 裁判事務

b

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ■無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

1■上記援助がなかった場合）

援助の内容’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること｡
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

グ



、
､

●●
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

l l隼昌■。

!

最高裁判所 御中

番話

住
氏
電

所
、
名
号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます｡ ‘

■■■■U■■■■■■■

■
1 （ふ り ．が な）

氏 名

2生 年 月 日

3離職時の官職

一

昭和35年8月2日

溺掘書記官嬬鋤角駒h瀧競議冒ァ
鍬ロ2' 年 6月30日

4離職前の求職開始日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 ﾉ鍼ﾛ穿臓期睡30 職務内容l ’

ユ

晨蒜制這喫婆営 自…年今月≠日至ﾉ卿2年8月､Jo日 瀞岸務
自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

6離 職 日

7再 就 職 日

eit72年2月30 日

承口2~享年9月 ／ 日

再就職先の名称:乗戻唐易諦'｣戸ケ8再就職先の名称及び連絡先

■■再就職先の連絡先：



｜
’諭荊事務

雷易裁禎｣ロケ尹l事

9再就職先の業務内容

10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 位撫口有

’
12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

回口有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容
一一

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

、

~



／
1

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

｜ 卜B■・
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が． な）

氏 名

年
日

月2生
-画

事務局碇3離職時の官職

年 ， 月 日

（画離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

1

'

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属.官職 |’ 在職期間一 一一丁－－‐ ‐蝿内容職務内容在職期間所属・官職
｡

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

｜
■
■
二
、
盲
■
一

自
至

年
年
月
月

日
日

4

系泳 .j/年 3月 ざ／日6離 職 日

/令和z年 “月 ／日7再 就 職 日

稲汗家庭裁判沖再就職先の名称：

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先就職先の連絡先

、

可『
●

「
P

▲



⑪

9再就職先の業務内容 調停業務

調停券員10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 田無

圃無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

I

酔記援助がなかった場合）

’｜
’

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

I

6邸 ，

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があ.った場合に記載すること。



●(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■隼■周■ロ
最高裁判所 御中

住所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 、

1 （ふ り が な）

氏 名

2生 年
日

月

峨旧f年 7月3日

、鵡穏舞読乙噌
阜荊元年 ﾉﾉ月 ／ 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

3離職時の官職

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属,官職 職務内容
一

＄方屋形
蕊

自
至 郷零鋺鰯箇仰

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

〃

日
・
日

月
月

日
・
日

月
月

自
至
自
至

年
年
年
年

0 =

身争”2年 『月 "日

ｷ鋤1年 ？月 ／ 日

6離 職 日

就 職 日7再

8再就職先の名称及び連絡先
一再就職先の連絡先

1I
ー



ﾄ

、

一－

9再就職先の業務内容 満易裁判所剃鼻易親

捗辮|弥予|亭就職先における地

’
ノ

認 の 有 無11求 職 の 承
一一一

図無口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無 ’ 圃無口有

の2第2項第3号に規定13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

亀

記援助がなかづた場合）
｜

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称 ’ 援助の内容

！r育

’ ’

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入するこ
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員として
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

ること。

しての在職状況及び職務内容について
』

｛ ノ

｛
k

夕

可

L



、 9

(別紙様式第7）

管理職職員であった者が再就職しようと
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第1項関連）

Ⅷ一N年

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

ぐ

’
1 （ふ り が な）

氏 名

■犀 月■■日日年2生 月 日

嶽雪w億言郵も3離職時の官職

平成 年 月 日

（回離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

P

(

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

「『~所属官職 ｜｜ 在職期間 職務内容職務内容在職期間所属・官職

自
至
一
自
至

成
成
一
成
成

平
乎
一
平
平

年
年
一
一
年
年

月
月
一
月
月

日

日

一

日
・
日

自平成
. q

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

令和 込年7 月 3／ 日6離 職 日

7再就職予定 日 令和 1年 ／込月 ／ 日

再就職先の名称： 怠悶､文《上欺俵噴稀吋
8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

1 ド 』

1

可



丈くこ駐塁紗狗り偽卿吟魁9再就職先の業務内容

｜ ’10再就職先における地位

四無1l求 職 ｜ の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

田無口有

P

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

巳記援助が厳かった場合）

厘鰯着:氏ふ翁;’ “…容
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

｜
’

(記載上の注意)
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■骨■日

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

■
1 ． （ふ り が な）

氏 名

囹國 ’月2生 年
日

月
日日

溌鍋)鈴手識童伽飽澗熱隣総鍋暹）3離職時の官職

令和 年 月 日

（唯職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容所属・官職 在職期間

自平成

至平成

年 月

年月

日
日

自平成

至平成

年 月

年 月

日
日

自平成

至平成

年 月

年 月

一
■
一
言
■
一

自平成

至平成

年 月

年 月

ロ
■
一
言
■
一

令和 少年 3月 J/B職6離 日

令和 1年 ‘・月 ／ 日7再 就 職 日

蔚私炭塵愈坤l計再就職先の名称

8再就職先の名称及び連絡先
’
1

’
再就職先の連絡先

巽半調係9再就職先の業務内容

彩手調停帝換10再就職先における地位
〆

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

賎判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1o
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
愛助の有無

口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3

旬する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助がなかった場合

判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3

呵る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助が漆かつた場合

(農助者:氏名藍は名鳶) ｜ ※動の内容 且
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

ノ

援助の内容

(記載上の注意）

□のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

１
２



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再 届

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■佃月■，
最高裁判所 御中

住

氏

電話番

所
名
号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます｡ ‐

たざきのりゆき

田崎徳行

1 （ふ り が な）

氏 名

⑬ ･平38年 1月 19日2生 年 月 日

事務局長3離職時の官職

令和 元年 11月 22日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
、

職務内容在職期間所属・官職

自令和元年11月22日

至令和2年8月30日、

甲府地方裁判所

事務局長
司法行政事務司法行政事務

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

令和 2年 8月 30日6離 職 日

J ■

7再 就 職 日 令和 2年 9月 1日

再就職先の名称:東京簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：

』



裁判事務容献
詞 簡易裁判所判事也位

口有 ■無認 の 有 無11求 職 の 承

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（酔記援助がなかった場合）

’｜
I

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

一

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

■



(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■牌■日
最高裁判所 御中

住 所

氏 名田宮秀樹

電話番号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な)

氏 名

たみやひでき

田宮，秀樹

2生 年
日

月

3離職時の官職 大津地方裁判所民事首席書記官

年 月 日

(M離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

『

〆

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

P

6離 職 令和2年3月31日日

令和2年7月1日7再 就 職 日

再就職先の名称：一般社団法人暮らしランプ
8再就職先の名称及び連絡先

｜

’
再就職先の連絡先

！

I

1
1

I 麺 ハ錘！

L 』 ，

L ゴ，



一

、

9再就職先の業務内容｜
､

障害者介護職として、グループホーム世話人・生活支援員

膳10再就職先における地位 従職員

回11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

匝撫口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■I記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

吟ロ

師

■■■■■■■■■■

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

ノ



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■隼昏■年 日

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法
り，次のとおり届け出ます。

第106条の24第2項の規定によ

1 （ふ り が な）

氏 名
」

年
日

月2生 図陣 日日

列雌雄減¥'?脈詫向議fig3離職時の官職

年 月 日

（画離職前の求職開始日がなかった場合）

令和

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

自平成

至平成

年 月

年 月

日
日

自平成

至平成

年 月

年月

日
日

自平成

至平成

月
月

年
年

日
日

自平成

至平成

年 月

年 月

ロ
■
』
盲
画
一

令和ユ年 3月ノ／日6離 職 日

令和ユ‘年/o月 ／日7再 就 職 日

蔦茄鳥を誹和|所再就職先の名称

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：

壷詫剛亭9再就職先の業務内容

雰募調倍考箇10再就職先における地位

恥口有11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

画無口有

]蝉駕簾蹴職識鰯顔蕊総譜認畿条の2第2項第3号に副する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の

海援"権…倉，
（ふ り が な）

a援助の内容
援助者の氏名又は名称

〕

（ふ り が な）

援助者の氏名又は名称(農鋤蓋;氏名藍は蓋1 1 援助の内容援助の内容

＝一■一■■=－－－ロー■■一一一畦一一■.一一一一

一一

（歸載kの沖意）
□のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

１
２



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職し

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■■年■月■ロ
最高裁判所 御中 ノ

住 所｜
氏 名士屋靖明

／

’電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 ‘ 名

つちややすあき
土屋靖明

2生 年
日

月
Q

昭和38年12月28日
ｔ
４
匁

■

刑事次席書記官3離職時の官職

ロ

令和 年 11 月 27 日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

元

4離職前の求職開始日

I ‘‐ ‐

』

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
『

在職期間 職務内容所属・官職

宇都宮地方裁判所

刑事次席書記官

日

日

７
０

２
３
月
月
１
８

１年
年
元
２
和
和
令
令

自
至

刑事首席書記官業務の補助

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

画
■
二
一
■
■
一

6離 職 令和 2 年 8 月 30日日

令和2年 9 月7再 就 職 日 1日

再就職先の名称： 東京簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

■再就職先の連絡先



． ＃

9再就職先の業務内容 簡易裁判所の事務全般

I

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

。 口有 団無11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

|仏記援助がなかった場合）

’
(ふ 、り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

L

ノ

、

、



,

●●
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

母 ：、

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り ′が な）

氏 名

2生 年 月 日 鯲な沖年9月 ／9 日

拙鼻次序書記吃3離職時の官職

~覇 元年 ／／月26 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

■
墨

所属・官職 在職期間 職務内容
ー

自輸雪年号月ナ日
'至令か2年3月3／日鯨他郷斬榊鱸 糸判募蒜
自
至

年
年
月
月

盲
■

日

自
至

年
年
月
月

日
日

●

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

'3､えb2年 3月 3/ 日6離 職 日

合和2年 ．9 月 ／ 日7再 就 職 日

＃
《
品 簡易裁判的再就職先の名称：

再就職先の連絡先

8再就職先の名称及び連絡先

《



I

’

’ 雑U皐務
簡易執¥'ﾉ『ｹ判拳

9再就職先の業務内容

10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 囮無｜ 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の 蝿口有
援助の有無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助 ’

' 1記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

■■■■■■■■■■■■■Ⅱ■■■■■

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



●
I

(別紙様式第1,0）

管理職職員であった者が再 の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■辱■周■，
最高裁判所 御中

番話

住
氏
電

所
名
号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り,次のとおり届け出ます｡

1 （ふ り が な）

氏 名

2生 年
日

月
脈和外年 6月/ア日

事務局長3離職時の官職

年 月 日

（回離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

、

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

1
1所属・官職 在職期間 職務内容

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

伽
師

日
垂
日

／
一
ノ

３
－月

月

３
９
〃

年
年

へ
〆
２

6離 職 日

就 職 日7再

1

仙台濡易裁学'|所再就職先の名称：

8再就職先の名称及び連絡先

｜
’ ■再就職先の連絡先：

】



1

’
ﾄ ’9再就職先の業務内容

一一 q

10再就職先におけ'る地位

11求 職 の‐ 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

邸
一
噸

｜ 口有

口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

昼記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

0

’
(記載上の注意）

1 ロのついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること｡
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

〆



1

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1006条の24第2項関連）

酔 月■,
最高裁判所 御中

｜住 所

氏 名長郷道明

電話番号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名
農蕊蓄

鑑
明

'

■

|年■月 日2生 年 月 日

－

刑事首席書記官3離職時の官職

平成 年 月 日

（画離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自平成

至平成

年
年
月
月

０
《日
日

､

自平成

至平成

年
年
月
月

一
■
■
一
言
■
一

自平成

至平成

年
年
月
月

ロ■

二

日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

6離 令和 2年 3 月 31 日職
呂

一

7再 就 職 日 令和 2年 10 月 1 日

再就職先の名称：さいたま地方裁判所川越支部

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

9再就職先の業務内容 裁判事務

10再就職先における地位 裁判所書記官

L



E

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 同無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

酔記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

…

(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。 、
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I



(別紙様式第10）

一

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り、 が な）

氏 名

｢日[且「 圓一図 一
ぃ編麦)及巍嘩溌&』鐘
軍■月

年
日

月2生

3離職時の官職

年 月 日

([m離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

年
年
月
月

自
至

日
日

日
日

自
至

年
年
月
月

年
年

自
至

月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

ヂ
甲日
日

’

6離 月
一
月

、
コ
ー
ー
タ

。
／

年
年
ｚ

ユ

令

帥

を 31 日
一

／ 日

職 日

7再 就 職 日

京酢蒙塵裁判許再就職先の名称

8再就職先の名称及び連絡先
再就職先の連絡先

』

l l l
1 J I

1 P 可



’ i謬認ｨ毒9再就職先の業務内容

1

10再就職先における地位

由撫11求 職 の 承 認 の 有 無
一一 一一 ・… ‘毛一 一 .~ ~'~~'..… ． ． , ~．．~:~~~ ~

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有

面口有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

_一匹記援助がなかった場合）

’
(ふ り ， が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

‘ぬ郵侭

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

年■胸■，
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ‐

1 （ふ り が な）

・ 氏 名

2生 年
日

月

⑬･平滋年、’月パー日

最高我栽半'l窃訟進脅廊書3離職時の官職 詑悔

z年 6月ユア 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

平成

⑬4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

瓶冒肩､在職期間所属。官職 職務内容

ご月ユヂ日
’‘月”日蕊執-彬,都紘域恵熱， 訟鰹勇勃

自平成

至平成

年
年
月
月

ロ■

里

日

自平成

至平成

年
年
月
月

旨
一

日

’
自平成

菫_堅成

自平成

至_』_乎成

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

瀞
蒋

－

ノ

2年 8月 シ〃 日6離 職 日

Z年 9月 ／日7再 就 職 日

再就職先の名称： 弁し操簡易余l馨り町
8再就職先の名称及び連絡先

’ 再就職先

「
４

b

、

』
1



I

皐読9再就職先の業務内容 鐡茅！’

*謁易斜謬り#”’10再就職先における地位

二国余 戯無11求 職 の 承 認 の 有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

螺口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
一 する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

記援助がなかった場合）

I

■
■
■
■
。
■
■
日
■
■
■
ロ
日
Ⅱ
０
０
６
．
■
８
１
■

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

／



●●(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

4

■鋸
最高裁判所 御中

住 所

氏 名橋本 貫

電話番号’ ｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り がな）

氏 名

(はしもとみつぐ）

橋本 貢

昭和35年9月21日2生 年 月 日

最高裁判所第二小法廷首席書記官3離職時の官職

令和2年7月1日．

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
I

職務内容在職期間所属・官職

日

日
０

１
３
月
月
８
８
年
年
元
２
和
和
令
令

自
至

最高裁判所

第二小法廷首席書記官
所属部署における管理業務

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

､

令和2年8月30日職6離 日

令和2年9月1日7再 就 職 日

再就職先の名称：大阪簡易裁判所

再就職先の連絡先:’再就職先の連絡先
8再就職先の名称及び連絡先 ｜

・I



｜

’ ’9再就職先の業務内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 筥無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

1

1-3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

| に記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

I

－国

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■年B■。
最高裁判所 御中

所
名
‐
号番話

住
氏
電

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

I
1 ’ （ふ り が な）

氏 名

| |隼■且■目
1

2生 年 月 日

"!¥I'所殆説､＃
令和 年 月 日

（職職前の求職開始日がなかった場合）

3離職時の官職

4離職前の求職開始日

P

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜ 在職期間 職務内所属・官職所属・官職 在職期間 職務内

5

容

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
．
日

9

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

職6離 日

一一｡.~‐一ﾐｰｰｰｰ‐~一・

7再 就 職 日

令和 2年 j 月 』／ 日

令和 2年 /D月 ノ 日

再就職先の名称：燗緬詠､獣l)8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：
4

I
や

津
.）



0

’
I

9再就職先の業務内容
ﾛ■B－－G－－－J－－ご一串凸q“－－－－

10再就職先における地位

素易調倦資罪
I

蔑尋調偽誰；
凹無11求 職 の 承‘ 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

畝口有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

巳記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

毛Z

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

1



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連j

l 卜岳■。
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとお,り届け出ます。

コ ーー＝壱 畠 ■＝＝ 壷一 一一一一一一一一一一凸一ﾏ ｰ 一凸一=

1 （ふ り が な）

氏 名
R ‘ ．

月■日ゞ月■日ゞ2生 年 月 日

諌利f7夢瀞『ず（事誘局摂）3離職時の官職
1

1 ，

平成 年 月 日

’ (回離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
一……__‐‐ ．…－…: 妄

1J~_所属官職’ 在職期間_’一℃蝿自職務内職務内在職期間所属・官職

5

容

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

ー

『
自平成

至平成

年
年

月
月

目
一

日、

１
１平成j/年 J月J／日'6離 職 日 足

，込
壺

可罐乙年紫月 ／日7再 就 職 日
P

一

再就職先の名称： 稲岡諭易裁乎”7’
8再就職先の名称及び連絡先

■
－

再就職先の連絡先：

『F 可裁予ﾘ多読
グ

9再就職先の業務内容

P



裁利門葉-孝乙管
11求 職 の 承 認 の 有 回無無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

田無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助がなかった場合）
(ふ り が， な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

fへ

(記載上の注意)
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

β
■
Ⅱ
０



町

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■恐■。
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

平田和寛

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

(ひらた
平田

かづひろ）
和寛、

昭和38年11月28日2生 年 月 日
■

福岡高等裁判所事務局次長、3離職時の官職

令和2年6月17日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属官職 ｜在職期間｜職務内’在職期間 職務内容所属・官職

5

自令和2年6月17日、

至令和2年8月30日、

福岡高等裁判所

事務局次長
司法行政事務

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

『’
自
至

年
年
月
月

日
日

k［

職6離 令和2年8月30日、日
､

7再 就 職 日 令和2年9月1日
1

L』
■

再就職先の名称:福岡簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先
再就職先の連絡先：
， 二 ~･･一■－－－ｰ

L

F 1

1 1
L

』



蛤

9再就職先の業務内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

’
／

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 国無

1 1

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■
配
■
記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
一一一一

援助の内容

－

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

イ

0

●.、



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■咽骨
最高裁判所 御中

■■■■住 所

氏 名

電話番号

ﾉ

深澤 勉

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

(ふかざわ
深澤

つとむ） グ
勉

I

2生 年 月 昭和35年11月10日．日
■

3離職時の官職 ’
I

福岡高等裁判所刑事首席書記官ず

令和元年12月4日〆

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

一
日

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
1

所属・官職 在職期間 職務内2所属・官職 在職期間 職務内容

5

福岡高等裁判所

刑事首席書記官

自
至

日
日
４
０
月
３
２
月
１
８
年
年
元
２
和
和
令
令 書記官事務

、

自
至

年
年
月
月

｜
■
■
一
百
■
一

I

自
至

年
年
月
月

日
日

I

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

■

1■

日

■

1■

日

6離 職 令和2年8月30日
画
■
一

グ

h

7再 就 職 日 令和2年9月1日 ｛
丘 ”

一一一一

再就職先の名称:福岡簡易裁判所一
8再就職先の名称及び連絡先

FF

」 ↑

『

L 』 ‘
。



裁判事務9再就職先の業務内容

I

簡易裁判所判事10再就職先における地位

田無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

同無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10．6条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助一

､

■上記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

：
〕

〃

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

｛

ｎ
▼ ﾉ



イ

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

〆

最高裁判所 御中

口住 所

氏 名

電話番号

I

福地基司

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 、 名
篤迩鑿

し

司

■件■日2生 年 月 日
P

鹿児島地方裁判所民事首席書記官3離職時の官職

年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
I

ﾛ

職務内容在職期間所属。官職

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日 rョ

「
４

「
自
至

年
年
月
月

日
日

１職 令和2年3月31日6離 日

可可7再 就 職 日 令和3年1月12日

霧再就職先の名称：佐世保フロンティア法律事

8再就職先の名称及び連絡先

園一一… ’再就職先の連絡先



｜
弁護士の補助業務9再就職先の業務内容

I

｜’10再就職先における地位 事務職員

認11求 職 の 承 の 有 無 口有 図無

■

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の

ノ 援助の有無
田無口有

13 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（ﾛ記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

I

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 〃

1 （ふ り が な）

氏 名
1 1

2生 年
日

月
日日

庭轆;洲湘柵』嬢3離職時の官職

年 月 日

(画離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

「

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

ヘ

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

軸3ノ年3 月〃日脚6離 職 日

ロ －

榊聖 1年 チ月／旧7再 就 職 日

再就職先の名称：雌家庭郷1町
8再就職先の名称及び連絡先

』 可

J h 』

ー



鯛荊ｲ苛撒!”郷
鰄調侍微

’9再就職先の業務内容

10再就職先における地位
■

回無11求 職 ‘の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
， 6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

回無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

昼記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

， ’ 1必

■
(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



1

●
出

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

¥Bm,
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。 ，

■
1 （ふ り が な）

氏 名

旧2生 年 月
■
■
』

3離職時の官職

9

4離職前の求職開始日
(口離職前の求職開始日がなかった場合）

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
0~~ ~ ~=＝:？.ー．~” 1 ，

5

職務内容在職期間所属・官職

衛転
秤

日
日
ｚ
刃
月
月
３
３
年
年
乙
込
神
岬
自
至 71|孝圏朧畢流
自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

今xv之年 3 月シ／日6離 職 日

令恋兄年／ロ月 ／ 日7再 就 職 日

搬裁”11鞠糸叉郡再就職先の名称：職Jヘ
8再就職先の名称及び連絡先

■再就職先の連絡先：
ロ



■
一

i 釧崎 ？'流9再就職先の業務内容

ｼ'3崎繊’ ’10再就職先における地位

i操の 有 無 口有11求 職 の 承 認 I

瞼
12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助 ‘

■上記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

。 ’

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

』

」



●
（別紙様式第10） ；

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

｜ ｜隼昼■・
最高裁判所 御中

住 〃所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

~’
1

1 （ふ り が な）

氏 名

2生 年
日

月
賜和冴年 10月 7日

段尋脅砕考郭曽3離職時の官職

〃和元年 ！ ' 月 呼日
（ロ離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

’所属？官職 在職期間 職務内容

ﾙ瀦鱒灘 自 ／鋪元年1 1月刃日
至′辨’2年？月30日、 細倦辨手疹

ト
I ●

自
画
．
季
エ

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日Ⅱ

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

－

日
I

冷纈2年 9月 30日6離 職

7再 就 職 日 冷荊2年 ダ月 1日 1

沸膠襯珍領謝殉。再就職先の名称：
8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：

」

% ､

h0



。

猟判尋謬9再就職先の業務内容

| 潮吻釧判河荊等10再就職先における地位

座撫
｢

11求 職 の 承 認 の 有 口有無
『

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

亡i無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助 ．

I

記援助がなかった場合）
ザ

’

l ’
1(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

一

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



I

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

｜暑■ヨ
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名
’

国 |~日|■■年’2生 年 月 日

省闘康庭鯲)]許調五官3離職時の官職

年 月 日

（画離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

I

自
至

年
年
月
月

日
日

今知2年 3月 3／ 日職6離 日

息和2年 /／月 /日7再 就 職 日

再就職先の名称: j鵡灸良罰判所K虚支奇
8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

｝●4口



~

9再就職先の業務内容 裁判浄端

家庭我到汁調亙官10再就職先における地位
。

■

■

ｂ

■

Ｉ

ｒ

ｌ

‐

■

＆

Ｐ

画無11求 職 の 承 認‘ の 有 無 口有

1.2裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

同無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（巳記援助がなかった場合）

口
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。

2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

昏■月■。
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号 ■司
森本清

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ 、り が な）

氏 名

生 年 ~~〒頁
2一

日

3離職時の官職

もりもときよみ

森本清美

昭和 34年11 月 12 日
一一一矛已＝凸 亜吟一二生 一＝甲＝. ■一 一 r ＝ ｸ ｰ-℃ 一一 弔言 面 －－ 言一万 万一 マニ テ壷 二弓

広島地方裁判所事務局長、

令和元年 1コ 月 6 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内2

1皇寡:巽肖鷺|笥淘了漉溺広島地裁事務局長

職務内容在職期間所属・官職

広島地裁事務局長

盲至

司法行政事務全般

日日
６１

月３
月１

３１
年年

元２
和和

令令

5

月
月

自平成

至平成

年
年

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

令和2年3 月 31 日

令和 2年9 月 1 日

再就職先の名称：広島簡易裁判所

6離 職 日

7再 就 職 日

’I再就職先の連絡先



9再就職先の業務内容 裁判事務

簡裁判事．10再就職先における地位

1求 職 の 承 認 の、 有 無

2裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無１
’
１

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

口
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

．
■
■
■
■
も
■

(記載上の注意） ，
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 ′離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



1

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中
「,~，

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

|月■ロ日
年
日2生 月

炎､判所著記営（蹄着7亨芳記官）3離職時の官職

ノ

年 月 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属

5

・官職

自
至

年
年
月
月

日
吉
■
I■■■

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

｜
■
■
一
盲
■
一

冷伽2年、ナ 月 こﾉ／ 日6離 職 日

今赦夏年 ／〃月 ／ 日 、

再就職先の名称：冷謨家庭激到所

7再 就 職 日

8再就職先の名称及び連絡先 ■－ 一一ロ ー■■一一可 ｡■一一

■早晨〃〕i国籍守詞 再

●●9

可

二



家嘉一調停野鼠9再就職先の業務内容

｜国家公蒋員10再就職先における地位

Ez"口有11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

田無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称 I
1

援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



1 1

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■鐘■月■。
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます｡ ‘

1 （ふ り が な）

氏 名

⑬･平3s年 1 1 月 30 日〆2生 年 月 日

毒葡斥)技3離職時の官職

令和元年 11 月 19 日ご
F

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

b

5離職前の求職離合日がら離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

自平成30年G月 1日
至令和久年8月30日 栽剥鵡諭殉鳥譲鮮噛謝り対･輪脹
自平成

至平成

年
年
月
月

日
日 「
、

ｒ
ｒ
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日 「

Ｐ
【■

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

令和 ユ年 8月 う，.■可6離 職 日

令和 ユ年 9月 ｜ 日7再 就 職 日

福岡滴%裁判両再就職先の名称：

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

｜
’
漁申|*論9再就職先の業務内容

ロ

’ 可



､
『

再就職先における地位10 ’ 簡易裁判榊'|尋
’ 回無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

田無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定

哲電霧"撤…念，
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の

1

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。 。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員どしての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再 届

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

|■隼酢ﾛ｡
最高裁判所 御中

住 所

名山口 桂氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

棒
北
山

鎧
口 窪ら

囹=卜 |ヨ2生 年 月 日

3離職時の官職 民事首席書記官

令和2年3月30日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

!

所属・官職 在職期間 職務内容
ノ

札幌高等裁判所

民事首席書記官

日
日
０
１

３
３
月
月
３
３
年
年
２
２
和
和
令
令

自
至 裁判事務

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

､

自平成

至平成

自平成

至平成

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

I

。 I

6離 職 令和2年3月31日日

令和2年10月1日7再 就 職 日
､

再就職先の名称：札幌家庭裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

__1"再就職先の連絡先



ノ

国家公務9再就職先の業務内容

家事調停委員10再就職先における地位
I

11求 職 の 承 認 の 有 ■無無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 王無

B

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

酔記援助がなかった場合）〃

』

’
(ふり が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’
｜

’－

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I



●●●(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

l 卜■月■”
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り,次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

4

I2生 年
日

月
年’ ｜月’ ｜日

3離職時の官職
満幽-調査宮

日

日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

自平成

至平成

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

〆

6離 平成 3／年 3月 3/ 日職 日

P

7再 就 職 日 雑2 年 if 月 も 日一

再就職先の名称： 累魚紘癒李愉
8再就職先の名称及び連絡先

■再就職先の連絡先



j U

調域齢9再就職先の業務内容

総=4 峠 縦説辨幅同査Z10再就職先における地位

,，求 職 の 承 認の胃 喧撫無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

由無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

1

｜

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



管理職職員であった者が再就職した

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■周■Ⅲ年

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ‘

1 （ふ り が な）

氏 名
h

2生 年
日

月
日日

那覇地考裁罫'lﾃ桐'|易跡龍p官3離職時の官職

年 月 日

(螂職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

』

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容
F

直
同
率
エ

年
年
月
月

［
口
ｐ
Ｈ

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

白
ロ
・
季
エ

白
ロ
・
季
エ

年
年
一

年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

Ｆ
Ｉ
Ｌ 酢

、

3 月 3／ 日6離 職 乎微日

榊，亨年 ¥月 ／ 日7再 就 職 日

3'1右簡易裁芽1Ffi再就職先の名称

8再就職先の名称及

。駁駁職先の連絡先

。 戸
1



1

調停争諺9再就職先の業務内容

I

戻事調傷秀漬10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 ’ 、無無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

胸口有 ‘

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

記援助がなかった場合）

｜
’

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

‘ ｜

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。


